
新新
たた
なな
賦賦
課課
区区
域域
はは

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�
�

�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�
�

�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�
	


�

受受
益益
者者
負負
担担
金金
はは
公公
平平
のの
原原
則則
かか
らら
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受受
益益
者者
負負
担担
金金
はは

１１
平平
方方
㍍㍍
ああ
たた
りり

円円
３３５５００
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平
方
㍍（
約　

坪
）の
土
地
の
負
担
金

（例）
２００

６０

額
は
？

�
　

円
×　

平
方
㍍
＝
７
万
円

３５０

２００

　

分
割
納
付
の
場
合
は
、
７
０
０
０
円
ず

つ
の　

回
払
い
、
一
括
納
付
の
場
合
は
、

１０

報
奨
金
１
万
１
３
４
０
円
を
差
し
引
い
た

５
万
８
６
６
０
円
の
支
払
い
と
な
り
ま
す
。

受受
益益
者者
はは
申申
告告
をを
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受受
益益
者者
負負
担担
金金
説説
明明
会会
をを
開開
催催
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〔
今
年
度
の
納
付
ま
で
の
流
れ
〕

①
５
月　

対
象
者
へ
の
説
明
会

②
６
月
上
旬　

受
益
者
申
告
書
の
送
付　

③
６
月
末
ま
で　

市
へ
申
告
書
を
提
出　

④
８
月
上
旬　

負
担
金
決
定
通
知
書
の
送
付

⑤
９
月
上
旬　

納
入
通
知
書
の
送
付

⑥
９
月
末
ま
で　

市
が
指
定
す
る
金
融
機

関
ま
た
は
郵
便
局
な
ど
で
納
付（
こ
の
場

合
、
口
座
振
替
は
で
き
ま
せ
ん
。）

�

今
年
度
は
、
今
池
町
・
住
吉
町
・
篠
目
町
・
美
園

町
・
昭
和
町
・
大
東
町
・
安
城
町
・
横
山
町
・
桜
町
・

榎
前
町
・
桜
井
駅
周
辺
区
画
整
理
地
区
の
そ
れ
ぞ
れ

一
部
の
区
域
に
下
水
道
を
整
備
し
て
い
き
ま
す（
桜
井

駅
周
辺
区
画
整
理
地
区
の
一
部
は
、
す
で
に
工
事
が

完
了
し
、
使
え
る
と
こ
ろ
が
あ
り
ま
す
）。そ
の
区
域

の
土
地
所
有
者
の
皆
さ
ん
に
「
受
益
者
負
担
金
」
を

賦
課
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

◆問い合わせ◆

下水道管理課

�広報あんじょう　2007.4.1

平
成　

年
度
に
新
た
に 

１９

賦
課
対
象
と
な
る
区
域

広報あんじょう　2007.4.1�


